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令 和 ９ 年 度 採 用 山 形 県 立 学 校 

実 習 教 諭 選 考 試 験 実 施 要 項 
 

山形県教育委員会 
 
１  選考を行う校種・職・職務内容・志願資格・採用見込数   

校種 職 職    務    内    容 志  願   資   格 
採 用 

見込数 

高

等

学

校

 

実
習
教
諭 

普通(情報)系 

高等学校において、主

に情報に係る実習に

ついて、教諭の職務を

助ける。（理科や家庭

科に係る実習を担当

する場合もある。） 

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）

を卒業した者又は令和９年３月 31 日までに高等学校を

卒業する見込みの者又はこれと同等以上の学力を有す

る者 
若干名 

工業(電気)系 

工業に関する学科を

置く高等学校におい

て、工業に係る実習に

ついて、教諭の職務を

助ける。 

次の①、②のいずれかに該当する者 

① 高等学校、大学等において工業関係の当該学科を修

めて卒業した者又は令和９年３月 31 日までに当該

学科を修めて卒業する見込みの者 

② 高等学校における当該分野に関する指導経験を１年

以上有する者又は令和９年３月 31 日までに１年以

上有する見込みの者 

若干名 

商業系 

商業に関する学科を

置く高等学校におい

て、商業に係る実習に

ついて、教諭の職務を

助ける。 

次の①、②のいずれかに該当する者 

① 高等学校、大学等において商業関係の学科を修めて

卒業した者又は令和９年３月 31 日までに当該学科

を修めて卒業する見込みの者 

② 高等学校における商業に関する指導経験を１年以

上有する者又は令和９年３月 31 日までに１年以上

有する見込みの者 

若干名 

情報系 

情報に関する学科を

置く高等学校におい

て、情報に係る実習

について、教諭の職

務を助ける。 

次の①、②のいずれかに該当する者 

① 高等学校、大学等において情報関係の学科を修めて

卒業した者又は令和９年３月 31 日までに当該学科

を修めて卒業する見込みの者 

② 高等学校における情報に関する指導経験を１年以

上有する者又は令和９年３月 31 日までに１年以上

有する見込みの者 

若干名 

 
（注１）実習教諭：学校教育法（昭和22年法律第26号）第60条第２項に規定する実習助手 

（注２）志願資格：ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条の欠格条項に該当しない者 

         イ 令和８年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号）（以下「こども性暴

力防止法」という。）第２条第８項における特定性犯罪事実該当者ではない者 

※ 第二次選考試験合格者に対しては、「こども性暴力防止法」第４条第１項に基づき犯罪事

実確認を実施する。 

         ウ 昭和40年４月２日以降に出生した者 
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２  有していることが望ましい知識、技術、資格等   
志 願 職 種 有していることが望ましい知識、技術、資格等 

全種共通 ・ワープロソフト、表計算ソフトの基本的な操作技術 

普通(情報)系 ・教科「情報」に関する基本的な知識と技術 

工業(電気)系 
・教科「工業」の電気分野に関する基本的な知識と技術 

・取得資格の例  第一種・第二種電気工事士 第三種電気主任技術者 等 

商業系 
・教科「商業」に関する基本的な知識と技術 

・取得資格の例  日商簿記検定２級 ＩＴパスポート 等 

情報系 
・教科「情報」に関する基本的な知識と技術 

・取得資格の例  基本情報技術者 ＩＴパスポート 等 

 

３  出願手続  

  (1)  志願書等必要書類の請求 

ア  直接請求 

         事前に電話で連絡のうえ、山形県教育局教職員課（山形県庁 13階  電話 023(630)2863）へ直接取 

りに来ること。 

イ  ホームページからのダウンロード 

         県ホームページ：https://www.pref.yamagata.jp/700026/bunkyo/kyoiku/kyoin/jikkyo.html 

 よりダウンロードして使用すること。 

ウ  郵送での請求 

自分の郵便番号及び宛先（宛名の下に「様」）を明記（速達希望の場合は「速達」と明記）のうえ 

140円切手（速達は440円）を貼った角形２号封筒（33cm×24cm）を返信用封筒として封入し、表面に 

「県立学校実習教諭選考試験実施要項請求」と朱書した封筒を山形県教育局教職員課（〒990－8570 山 

形市松波二丁目８番１号）あてに送付すること。 

 

  (2)  提出書類 

     ① 第一次選考試験のために提出するもの（(3)の受付期間内に郵送にて提出する。） 

ア 志願書 

イ 返信用封筒２通（長形３号封筒  23.5cm×12cm） 

※ 封筒は、のり付き（両面テープ貼付可）のものとする。また、自分の郵便番号及び宛先（宛

名の下に「様」）を明記し、110円切手を貼ること。 
 
     ② 第二次選考試験のために提出するもの（第二次選考試験の試験当日に持参する。） 

ア 推薦書（厳封のうえ、封筒の表面に「親展」と明記） 

※ 推薦書の様式は、第一次選考試験の合格者に送付するが、第一次選考試験の結果発表後に山

形県ホームページからダウンロードすることができる。 

イ 最終学歴に係る学校の成績証明書（厳封） 

ウ 返信用封筒１通（長形３号封筒  23.5cm×12cm）  

※ 封筒は、のり付き（両面テープ貼付可）のものとする。また、自分の郵便番号及び宛先（宛

名の下に「様」）を明記し、110円切手を貼ること。 

 

(3)  志願書等の受付期間及び提出先 

受 付 期 間 提 出 先 

 令和８年８月31日（月）から 

 令和８年９月11日（金）まで 

山形県教育局教職員課 

〒990－8570 

山形市松波二丁目８番１号 
 

     ①  志願書の受付は簡易書留による郵送のみとし、令和８年９月９日（水）までの消印有効とする。 

     ②  封筒の表面に「志願書等（県立学校実習教諭）在中」と朱書のうえ、裏面には氏名を記入すること。 
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  (4)  受験票の送付 

       令和８年９月 16日（水）頃に、返信用封筒を使用して志願者宛に受験票を発送する。受験票に記載さ

れた指示に従って必要事項を記入のうえ、志願書と同一の写真を貼って、試験当日に持参すること。 

 

４  選考試験  

  (1)  第一次選考試験 

     ① 期  日 令和８年９月 25日（金） 

     ② 試験会場 山形県庁（10階 1001会議室）（山形市松波二丁目８番１号  電話 023(630)2863） 

     ③ 時程及び試験内容 

・開  場 午前９時 00分 

・集合時刻 午前９時 30分（時間厳守）        ※ 筆記用具、受験票を持参のこと。 

時   程 試  験  内  容 

午前 ９時 50分から 

午前 10時 40分まで 
筆記試験(一般教養)  ※ 教育的分野についての知識、法規等を含む。 

午前 10時 55分から 

午前 11時 35分まで 
作文 

※ 志願者数によっては、試験時間を変更する場合がある。 

  (2)  第二次選考試験 

第一次選考試験合格者を対象に行い、期日、試験会場及び試験内容は次のとおりとする。 

なお、集合時刻・会場の詳細等については、第一次選考試験に合格した者に通知する。 

① 期  日 令和８年 10月 14日（水） 

② 試験会場 山形県庁（山形市松波二丁目８番１号  電話 023(630)2863） 

③ 試験内容 個人面接及び口頭試問 

④ そ の 他 適性検査は、第一次選考試験合格者を対象として、オンラインにより実施する。詳細 

       は、第一次選考試験の結果と併せて通知する。指定された期間中に適性検査の受検を 

完了しなかった者は、原則として第二次選考試験を受験することができない。 

 

５  選考試験結果の通知等  

  (1)  選考試験結果の発表日時及び方法 

・第一次選考試験：令和８年 10月 ２日（金） 午後３時頃（予定） 

・第二次選考試験：令和８年 10月 27日（火） 午後３時頃（予定） 

合格者の受験番号を山形県のホームページに掲載する。なお、合格者に欠員が生じた場合は、繰り上げ合

格者を出す場合がある。 
 

  (2)  採用は、令和９年４月１日以降とする。 
 

  (3)  選考試験の結果についての電話等による問い合わせには、一切応じない。 

 

６  選考試験結果の提供  

第一次選考試験の合否結果、筆記試験の得点と総合ランク、第二次選考試験の合否結果と総合ランク 

をそれぞれ受験者あて郵送にて通知する。なお、電話、はがき等による問い合わせはできない。 
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７  配点、評価の観点及び選考方法 

 (1) 配点 

第一次選考試験 第二次選考試験 

筆記試験（一般教養） １００点 個人面接  ５０点 

作 文  ５０点 口頭試問  ５０点 

満 点 １５０点 満 点 １００点 
 

 (2) 評価の観点 

① 作文では、「課題把握」「文章構成・表現」等について評価する。 

② 個人面接では、「教育公務員としての姿勢」「広い教養と豊かな感性」「高い倫理観」「教育への

理解」等について評価する。 

③ 口頭試問では、「専門的な知識」「論理的思考」「表現力」等について評価する。 
 

 (3) 選考方法 

・第一次選考試験：筆記試験及び作文の合計得点により選考する。 

・第二次選考試験：第一次選考試験の得点及び第二次選考試験の得点を基準とし、資格・免許等を総合的

に勘案して選考する。 

 

８  給与 

給与は、給料のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給される。また、経験等

がある場合の初任給は、一定の基準により加算される。 

志 願 職 種 初 任 給（令和８年６月現在） 

実習教諭 
２３７，８００円（短大卒） 

２１４，７００円（高校卒） 

 

９  その他   

(1) 受験手続その他受験に関する詳細については、山形県教育局教職員課（電話 023(630)2863）に問い合

わせること。 

(2) 試験会場の建物内においては、ＩＣレコーダーや携帯電話等、録音・録画・通信・通話のできる機器

の電源を必ず切ること。 

(3) 時計機能以外の機能を有する腕時計型端末等の使用は認めない。 

(4) 試験会場は敷地内禁煙である。 

 

 

＜試験会場案内図＞ 

 

【１次・２次試験会場：山形県庁】 

◎ＪＲ山形駅から県庁行バス乗車約１５分、県庁前下車徒歩２分 

◎ＪＲ山形駅からタクシー利用で約１０分 

◎ＪＲ仙台駅前バス乗り場からＪＲ山形駅行高速バス乗車約５５分、 

山形県庁前下車徒歩２分 

◎県庁には十分な駐車スペースがありませんので、公共の交通 

機関等を利用してください。 

 

 

試験会場 

（山形県庁） 


